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 予算案の主な概要  

１ 補正予算の規模  

８億３ ,２４０万２ ,０００円  

 補正後の予算額 ３４５億９ ,７９２万４ ,０００円  

 

２ 専決処分日  令和３年１１月１９日  

 

３ 補正予算の内容  

 （１）子育て世帯への臨時特別給付金  

給付金８億２ ,５００万円、事務費７４０万２ ,０００円  

【特定財源：国庫１０／１０】  

 

 （２）支給対象者  

平成１５年４月２日～令和４年３月３１日までに生まれた児童を   

養育している保護者  

   ※保護者の所得が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等未満の場合 

 

（３）給付額 児童１人あたり一律５万円 

 

 （４）支給時期 

     児童手当受給対象の方には１２月から順次案内の上、支給を開始、

児童手当受給対象以外の方には、申請により、可能な限り速やかに支

給。 

       

令和３年度木津川市一般会計補正予算 

第８号（専決処分）について（概要） 

令和３年度補正予算第８号は、令和３年１１月１９日に閣議決定された経済対策

として、子育て世帯に対し臨時特別給付金を年内に児童１人あたり５万円を支給す

ることとされたことにより、緊急に予算措置をする必要があるため、令和３年度一

般会計補正予算第８号として予算を編成し、専決処分を行ったものである。  




